
や
ま
な
し
子
育
て
応
援
事
業
が
ス
タ
ー
ト

子
育
て
す
る
な
ら
韮
崎
市

�
保
育
料
の
負
担
軽
減
を
拡
大

　
市
で
は
多
子
世
帯
へ
の
支
援
を

拡
充
し
、
子
ど
も
を
生
み
、
育
て

や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
な
ど
少

子
化
対
策
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

平
成
28
年
4
月
か
ら
は
、
第
2
子

以
降
に
対
す
る
経
済
的
支
援
を
拡

大
さ
せ
る
た
め
、「
や
ま
な
し
子
育

て
応
援
事
業
（
第
2
子
以
降
保
育

料
無
料
化
事
業
）」
を
実
施
し
、該

当
と
な
る
方
の
第
2
子
以
降
の
保

育
料
に
つ
い
て
、
3
歳
に
な
る
ま

で
無
料
化
を
す
る
こ
と
で
皆
さ
ん

の
子
育
て
を
応
援
し
ま
す
。

■
対
象
児
童

①�

0
～
2
歳
児
の
う
ち
、
保
育
が

必
要
な
子
ど
も
（
認
定
は
市
）

※�

無
料
に
な
る
の
は
3
歳
の
誕
生　

月
ま
で

②�

世
帯
の
第
2
子
以
降
の
子
ど
も

（
生
計
を
同
一
に
す
る
第
1
子

が
い
る
こ
と
）

③�

世
帯
の
市
町
村
民
税
所
得
割
課

税
額
が
1
6
9
，0
0
0
円
未

満
で
あ
る
こ
と

※�

国
基
準
の
第
5
階
層
ま
で
の
世

帯
で
世
帯
の
年
収
約
6
4
0

万
円
相
当
）

■
該
当
者
に
は
申
請
書
が
届
き
ま
す
。

　
市
で
は
保
育
料
が
無
料
と
な
る

対
象
者
の
確
認
作
業
を
行
い
、
対

象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
、
4
月
上

旬
か
ら
申
請
書
を
配
布
し
て
い
ま

す
。

※�

該
当
に
な
る
か
ど
う
か
の
判
断

が
不
明
な
た
め
申
請
書
を
配
布

し
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

該
当
に
な
る
の
で
は
…
と
思
わ

れ
る
方
は
お
手
数
で
す
が
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課�

子
育
て
支
援
担
当

�

（
内
線
1
7
3
～
1
7
5
）

生
計
を
同
一
に
す
る
と
は
？

☆
具
体
例

・�

一
緒
に
生
活
し
て
い
る

（
同
じ
家
に
住
ん
で
い
て
、

生
活
費
が
一
緒
）

・�

別
々
に
住
ん
で
い
る
が
、

生
活
費
を
仕
送
り
し
て
い

る
・�
入
院
を
し
て
い
る
が
、
療

育
費
を
払
っ
て
い
る

区　　分 利用者負担額（月額）
第1子を含め小学校3年生まで
の範囲の兄・姉がいる児童

2人目 保育料基準額の半額
3人目以降 無料

市町村民税所得割課税額
77,101 円未満

第 2子 保育料基準額の半額
第 3子以降 無料

母子世帯等で市町村民税所得割
課税額 77,101 円未満

第 1子 保育料基準額の半額
第 2子以降 無料

区　　分 利用者負担額（月額）

第1子を含め小学校3年生ま
での範囲の兄・姉がいる児童

2人目 保育料基準額の
4分の 1

3人目以降 無料

市町村民税所得割課税額
57,700 円未満

第 2子 保育料基準額の
4分の 1

第 3子以降 無料

母子世帯等で市町村民税所得
割課税額 77,101 円未満

第 1子 保育料基準額の
4分の 1

第 2子以降 無料
市町村民税所得割課税額
169,000 円未満

第 2子以降の　
3才未満児 無料

1 号認定（幼稚園部分）

2・3号認定（保育園部分）
※赤色の部分がやまなし子育て応援事業による拡大部です。
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やまなし子育て応援事業


